
令和２年(２０２０年)１２月２日

建 設 委 員 会 資 料

都 市 基 盤 部 交 通 政 策 課

（第９８号議案）

中野区自動車駐車場条例を廃止する条例について

中野区新庁舎整備に伴い、中野区自動車駐車場を廃止する。

１ 廃止する施設

⑴ 中野区自動車駐車場

所在地：中野区中野四丁目１１番

収容台数：５８台（ゲート式）

⑵ 廃止日

令和３年４月１日

※入庫最終日は、令和３年３月２４日

２ 関係規定の整備

本廃止条例の議決に伴う、中野区自動車駐車場条例施行規則の廃止は、別途行う。



位置図（中野区自動車駐車場）

中野区自動車駐車場

中 野 区 中 野 四 丁目 1 1 番

収 容 台 数 ： ５ ８ 台

利用時間：７時～２３時
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